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１ 概況

(1) 総括事項

令和３年度 宍粟市水道事業特別会計報告書

宍粟市水道事業は、昭和５年３月に創設認可を受け、これまでに複数の拡張事業と他事業の統合を重ね、

今日まで安定的に給水を行ってまいりました。

　以下、本年度事業の概要を報告します。

（建設改良事業）

　本年度は、以前より雨天時の濁度上昇が課題となっておりました西河内浄水場に前処理装置を設置しまし

た。また、市道新設改良に伴う配水管の新設工事と、県道の移設に伴う配水管の移設工事を行いました。

（給水の状況）

　本年度末の給水人口は35,136人で、普及率は98.5％となりました。

　年度末給水件数は14,587件で、前年度と比べて3件減、年間総配水量は4,147,491㎥で、前年度と比べて

35,334㎥減となりました。

　年間有収水量は3,541,047㎥で、有収率は前年度と比べて0.64ポイント増加して85.38%となりました。

(経営の状況)

　本年度の事業収益は1,097,293千円で、前年度と比べて金額で60,683千円、対比で5.24％の減となりまし

た。事業費用は1,251,205千円で、前年度と比べて金額で5,890千円、対比で0.47％の減となりました。

  資本的収支における不足額518,820千円は当年度分消費税資本的収支調整額、及び過年度分損益勘定留保資

金で補てんしました。

　以上が本年度事業内容の概要です。水道事業は浄水の供給という、住民の日常生活に欠くことのできない

重要な役割を担っており、令和4年3月には、水道事業の基本計画である、『宍粟市水道ビジョン』を策定し

ました。これから厳しさを増していく経営環境の中でも、将来にわたって、安定的に事業を継続していくた

めに一層の努力を続ける所存であります。
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(2)経営指標に関する事項

〈経営指標の推移〉

経営の健全性を示す経常収支比率は、一般会計からの繰入金収入の減少や、新水源整備事業の完了に伴う減価償

却費の増加により前年度比4.42ポイント減少して87.70％となりました。健全経営の水準とされる100％を下回って

おり、経営の改善が必要となっています。また、地形的に不利な経営環境であることから、料金収入だけでは費用

を賄いきれず、料金回収率が63.55％となっています。不足する収入については、総務省から示される基準に基い

て一般会計から繰入れを実施しました。また、企業債残高対給水収益比率は998.33％と非常に高くなっており、今

後も厳しい経営状況が続くものと考えられます。

一方、施設の老朽化状況を示す有形固定資産減価償却率は54.37％となっており、施設の老朽化が進んでいま

す。今後も継続して計画的な施設更新を進めていく必要があります。

企業債残高対給水収益比率 1261.94% 1182.43% 1145.05% 1090.16% 998.33%

有形固定資産減価償却率 48.15% 50.28% 52.51% 54.58% 54.37%

指　　標 平成29年度 平成30年度 令和元年度 令和2年度 令和3年度

経常収支比率 88.23% 89.76% 94.07% 92.12% 87.70%

料金回収率 55.49% 59.24% 64.15% 63.73% 63.56%
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(3) 議会議決事項

(4) 職員に関する事項

議案番号 件 名 提 出 年 月 日 議 決 年 月 日

第65号議案
令和３年度宍粟市水道事業特別会計補正予算（第
１号）

令和3年8月30日 令和3年9月9日

第83号議案
令和２年度宍粟市水道事業特別会計歳入歳出決算
の認定について

令和3年8月30日 令和3年10月4日

第13号議案 令和４年度宍粟市水道事業特別会計予算 令和4年2月25日 令和4年3月24日

第31号議案
宍粟市水道事業経営審議会条例の一部改正につい
て

令和4年2月25日 令和4年3月9日

上水道職員数 8 人
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会計書類に関する注記

Ⅰ.重要な会計方針

１.有価証券の評価基準及び評価方法

満期保有目的の債券　　償却減価法（利息法）

２.固定資産の減価償却の方法

有形固定資産（リース資産除く）

・減価償却の方法　　定額法（ただし、取替資産については取替法）

・主な耐用年数 建物　　　　　　　　　　　13～50年

構築物　　　　　　　　　　38～60年

機械及び装置　　　　　　　 8～20年

車両運搬具　　　　　　　 　4～ 5年

工具・器具及び備品　　　　 5～ 8年

３.引当金の計上方法

(1)退職給付引当金

(2)賞与引当金

(3)貸倒引当金

４.消費税及び地方消費税の会計処理

消費税及び地方消費税の会計処理は税抜方式になっている。

Ⅱ.貸借対照表等関連

１.企業債の償還に係る一般会計の負担

Ⅲ.その他の注記

１.みなし償却制度の廃止に伴う経過措置

的に整理している。

等を充てずに取得又は改良したことが明らかな資産は除く）を対象とした按分等の方法を用いて合理

整理している額については、平成26年3月31日以前に取得又は改良したすべての資産（ただし、補助金

平成26年3月31日における償却資産の取得又は改良に充てるための補助金等で現に資本剰余金として

債権の不納欠損による損失に備えるため、貸倒実績率等による回収不能見込額を計上している。

ものも含む）のうち、他会計が負担すると見込まれる額は、1,653,967千円である。

貸借対照表に計上されている企業債（当該事業年度の末日の翌日から起算して1年以内に償還予定の

ているが、一般会計との取り決めにより、水道事業会計が一般会計に対して負担金を拠出して以降の追

本市は、退職手当組合に加入しており、水道事業会計は一般会計を通じて、当該組合に掛金を拠出し

見込額に基づき、当年度の負担に属する額（12月から3月までの4か月分）を計上している。

職員の期末・勤勉手当の支給及びこれに係る法定福利費の支出に備えるため、当年度末における支給

当金を計上せず、拠出時に費用処理を行っている。

加的負担は全額一般会計において措置することとなっているため、水道事業会計においては退職給付引
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